
平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日
受
領

答

弁

第

一

五

七

号

内
閣
衆
質
一
八
六
第
一
五
七
号

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
安
倍
晋
三
内
閣
が
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
交
渉
に
参
加
し
た
経
緯
等
に
関
す

る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
安
倍
晋
三
内
閣
が
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
交
渉
に
参
加
し
た
経
緯
等
に

関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
協
定
に
関
し
て
、
お
尋
ね
の
「
日
米
両
政
府
で
実
質
的

な
合
意
は
な
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
は
な
い
。

四
及
び
六
に
つ
い
て

内
閣
官
房
が
平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日
に
公
表
し
た「
関
税
撤
廃
し
た
場
合
の
経
済
効
果
に
つ
い
て
の
政
府
統
一
試
算
」

は
、
日
本
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
に
参
加
す
る
前
に
、
関
税
撤
廃
の
効
果
の
み
を
対
象
と
し
、
か
つ
、
関
税
は
全
て
即
時
撤
廃

す
る
等
と
し
た
場
合
の
経
済
全
体
及
び
農
林
水
産
物
生
産
（
一
次
加
工
品
を
含
む
。
）
に
与
え
る
影
響
を
試
算
し
た
も
の
で

あ
り
、
第
一
次
産
業
、
第
二
次
産
業
及
び
第
三
次
産
業
へ
の
影
響
等
に
つ
い
て
具
体
的
な
数
字
を
挙
げ
て
試
算
し
て
い
る
も

の
で
は
な
い
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
は
、
関
税
措
置
、
非
関
税
措
置
、
サ
ー
ビ
ス
・
投
資
の
自
由
化
等
に
つ
い
て
現
在
交
渉
中
で
あ

り
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日
内
閣
衆
質
一
八
六
第
一
三
一
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
一

か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
参
加
に
よ
る
我
が
国
の
第
一
次
産
業
、
第
二
次
産
業
及
び
第

一



三
次
産
業
へ
の
影
響
等
に
つ
い
て
具
体
的
な
数
字
を
挙
げ
て
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
、
七
及
び
八
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
は
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
起
案
し
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
し
か
る
べ
く
決
裁
を
経
た
上
で
、
内
閣
と
し
て
決

定
し
た
も
の
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
六
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て
に
お
い
て
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

二


